令和８年６月25日

ふれあい福祉センターご利用者の皆様

指定管理者　社会福祉法人長野市社会福祉協議会
会　長　西　島　勉　　　


長野市ふれあい福祉センター５階会議室４の利用制限について

　日頃は、長野市ふれあい福祉センターをご利用いただきありがとうございます。
　当センター５階会議室４の空調機器が故障により使用できない状態となっております。
　長野市により工事の手配をしており、８月31日までに工事が完了する見込です。それまでの間、冷房のない状態での会議室の利用は危険を伴うことから、５階会議室４の利用を下記のとおり制限させていただきます。
　ご利用者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

記

１　利用制限の内容
（１）本日から８月31日（月）までの期間の５階会議室４の新規予約受付を停止させていただきます。

（２）すでに５階会議室４をご予約いただいている団体・グループの代表者の方には、担当者から順次「利用場所の変更」等について相談のご連絡をさせていただきます。
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